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⼤会開催時の規制エリア等に関する原則 
 
 

今⼤会は、開催にあたり新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌を最⼤限防⽌することを前提に、埼⽟県・⼾⽥市及び周辺
町会、周辺市⺠のご理解・ご協⼒を得て実施しています。 

以下のルールを順守することにご了解いただいたうえで、⼤会にご参加ください。 
ルール順守が徹底されず、それが悪質であると判断される場合には、出漕停⽌を含めた、当該関係者、クルー、団体に

対する措置を検討します。 
原則ルール 
【Ⅰ全般に関する事項】 
１．⼤会前 1 週間および⼤会中、必要以外の宿舎からの外出を⾏わない。 
２．屋外でのレースの応援は禁⽌とする。これは、⼾⽥に艇庫を持たない⼤学との差をなくすため、艇庫敷地内におい 

ても同様とする。規制エリア外では有るが、荒川の⼟⼿での観戦・応援も禁⽌とする。 
３．⽔上の選⼿を除き、全ての選⼿・団体スタッフ等ボート関係者は、マスクの着⽤を徹底する。 
４．本ルールの適⽤はゲート管理期間中である、⼤会前⽇ 2020 年 10 ⽉ 7 ⽇（⽔）AM7〜PM５および、⼤会開催中 

10 ⽉ 8 ⽇（⽊）〜11（⽇）の各⽇ AM７よりレース終了後までとする。 
５．10 ⽉６⽇（⽕）より⼤会終了まで、その時点以降の全⽇本⼤会出漕クルー以外によるボートコースでの乗艇練習は 

禁⽌する。 
 

【Ⅱアスリートエリアに関する事項】 
１．アスリートエリアへは、別図にて⽰された 2 か所のゲートのみから⼊ることとし、ゲートでは ID の本⼈確認と、 

検温等を実施する。ID の不正利⽤が発覚した場合には、即座に当該 ID を剥奪する。 
２．アスリートエリアでは、⽔上を除き必ず ID を⾒やすい場所に携帯・表⽰すること。 
３．アスリートエリアに⽴ち⼊ることができるのは⾃分⾃⾝の ID を持つ選⼿・チーム関係者および⼤会運営関係者の 

みとする。 
４．本ルール適⽤期間においては、アスリートエリアには、出漕に係る諸⼿続き等で⼤会本部に赴くための通過、レー

ス 
出漕、練習以外の⽬的での⽴ち⼊りは禁⽌する。 

 

【Ⅲ⼤会運営エリアに関する事項】 
１．⼤会運営エリアは、⼤会運営関係者以外の⽴ち⼊りを禁⽌する。ただし、⼤会前⽇（10 ⽉ 7 ⽇）に限りコーチ⽬的 

での伴⾛で⼤会運営エリアを通⾏する場合。および、⼤会中にチーム関係者がピットで艇を押さえる、備品等を運ぶ
などの⽬的のため、0m 地点ピットに向かう場合。には、選⼿・チーム関係者 ID と臨時通⾏ ID の２枚を携帯・各

ゲ 
ートで提⽰することにより、伴⾛路の通⾏のみを認める。 

２．禁⽌エリア内は上記の⽬的のため通⾏のみが認められ、その他の⽬的（レース前・レース中の伴⾛、レースの応援、
コーチング等）でのエリア侵⼊、必要以上の時間のエリア侵⼊は認めない。 

３．臨時通⾏ ID は、⼤会前に各団体に３枚を配布する。 
４．上記⽬的以外の通⾏等のために臨時通⾏ ID を使⽤した場合には、当該臨時 ID を剥奪する。 
 

【Ⅳ観戦禁⽌エリアに関する事項】 
１．観戦禁⽌エリアは、周辺市⺠の通⾏にも使⽤されるため、エリア内での観戦・応援等は禁⽌する。 

（ID の有無を問わない）。 
２．南岸 500m〜1600m の区間に限り、Ⅲ-1 の⽬的のための通⾏のみを認める。この場合には、Ⅲ-２と同様に⾃⾝の 

ID と臨時通⾏ ID の２枚を⾒やすい場所に携帯し、各ゲートで提⽰すること。 
 

【Ⅴアスリートエリア内に宿泊する団体に関する事項】（北岸の艇庫利⽤団体も同様とする） 
１．⼤会 1 週間前および⼤会中、アスリートエリアに⼊れるのは ID を持つ選⼿・チーム関係者、⼤会運営関係者とし、

他の者の⽴ち⼊り、艇庫宿泊等は認めない。 



２．⼤会に出場する選⼿は、⾃レースが終了した段階でなるべく速やかに帰宅し、艇庫には宿泊しないよう、努⼒する。
 


